
第４１号議案

新市基本計画の変更について（豊川市・小坂井町）

豊川市及び宝飯郡小坂井町の合併に係る新市基本計画を別紙のとおり変更す

ることについて、市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９

号）第６条第６項の規定に基づき議会の議決を求める。

令和６年２月２１日提出

豊川市長 竹 本 幸 夫



１ 変 更 箇 所 １．はじめに ⑵計画策定の方針 〇計画の期間

合併推進債の経過措置の適用に伴い、財政計画につい
概 要

て、計画期間を令和１３年度まで定める。

２ 変 更 箇 所 ４．新市の施策 ⑵分野別主要施策

次の項目について、合併推進債の経過措置を適用する
事業及び当該事業の実施期間を追記する。

１）④消防体制の充実
概 要 ２）①健康づくりの推進

２）③子育て支援の推進
３）③道路交通網の充実

６）①コミュニティ活動・市民活動の推進

３ 変 更 箇 所 ６．公共施設の統合整備

合併推進債の経過措置を適用する事業及び当該事業の
概 要

実施期間を追記する。

４ 変 更 箇 所 ７．財政計画 ⑴歳入及び⑵歳出

計画期間の変更に伴い、歳入及び歳出の費目ごとの財

概 要 政計画作成における留意点について、記載内容を変更
する。

５ 変 更 箇 所 ７．財政計画 歳入及び歳出の表

財政計画の変更に伴い、歳入及び歳出の表を変更す
概 要

る。

別紙
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